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凡　　例�

行政区界�
支所・地区事務所界�
連絡所界�
区役所�

信
濃
川�

※答申時の行政区画・区役所の位置を掲載
ただし、10月の巻町との合併により、「巻町」
を「巻支所所管区域」に「巻町役場」を「巻
支所」にそれぞれ改訂�

��

岩室支所所管区域・西川支所所管区域の一部・潟東支所所管区域・中之口支所所管区域�
の一部・味方支所所管区域の一部・月潟支所所管区域の一部・巻支所所管区域の一部�

中央地区の一部・坂井輪地区事務所所管区域・西地区事務所所管区域�
黒埼支所所管区域・西川支所所管区域の一部・巻支所所管区域の一部�

白根支所所管区域・味方支所所管区域の一部�
月潟支所所管区域の一部・中之口支所所管区域の一部�

石山地区事務所所管区域の一部・南地区事務所所管区域の一部�
横越支所所管区域の一部・亀田支所所管区域の一部�

中央地区の一部・東地区事務所所管区域の一部・南地区事務所所管区域の一部�
石山地区事務所所管区域の一部・亀田支所所管区域の一部�

中地区事務所所管区域・東地区事務所所管区域の一部�
石山地区事務所所管区域の一部・亀田支所所管区域の一部�

北地区事務所所管区域・豊栄支所所管区域・横越支所所管区域の一部�1区�
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新津支所所管区域・小須戸支所所管区域�

◆行政区画の編成及び区役所の位置図�




